
大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例（平成２８年大阪市条例第１０７号）の一

部を次のように改正する。

中学校の表の改正規定中「大阪市立第１３１中学校」を「大阪市立水都国際中学校」

に改める。

高等学校の表の改正規定中「大阪市立第２１高等学校」を「大阪市立水都国際高等学

校」に改める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 指定公立国際教育学校等管理法人による大阪市立学校の管理に関する条例（平成

２８年大阪市条例第１０８号）の一部を次のように改正する。

第２条中「大阪市立第１３１中学校」を「大阪市立水都国際中学校」に、「大阪市立

第２１高等学校」を「大阪市立水都国際高等学校」に改める。

平成２９年１１月３０日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

説 明

第１３１中学校及び第２１高等学校の名称を変更するため、条例の一部を改正する必要があるので、

この案を提出する次第である。

議 案 第１６４号

大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例案
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大阪市立学校設置条例（昭和３９年大阪市条例第５７号）の一部を次のように改正する。

中学校の表中大阪市立咲くやこの花中学校の項の次に次のように加える。

大阪市立第１３１中学校
水都国際中学校

省 略

高等学校の表中大阪市立汎愛高等学校の項の次に次のように加える。

大阪市立第２１高等学校
水都国際高等学校

省 略

（参 照） 傍線は削除�
�
�太字は改正

大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例（平成２８年大阪市条例第１０７号）（抄）
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指定公立国際教育学校等管理法人による大阪市立学校の管理に関する条例（抄）

（指定管理法人による管理の対象）

第２条 大阪市立学校のうち指定管理法人に管理を行わせることができるもの（以下「対象学

校」という。）は、大阪市立第１３１中学校
水都国際中学校

（以下「対象中学校」という。）及び大阪市立第２１
水都

高等学校
国際高等学校

（以下「対象高等学校」という。）とする。
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